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原子炉容器等における製造方法及び製造メーカーの調査結果について 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社事業に

つきまして格別のご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

 さて、平成 28 年 8 月 24 日付の原子力規制委員会からの指示文書「仏国原子

力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査につ

いて（指示）」（原規規発第 1608242 号）に基づき、本日、原子力規制委員会に

伊方発電所の調査結果を報告しましたので、安全協定第 10 条第 4項に基づきご

報告いたします。 
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平成２８年 ９月 

四国電力株式会社 

 

  



１．はじめに 

本報告書は、原子力規制委員会より発出された「仏国原子力安全局で確認さ

れた原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査について（指示）」（平

成 28年 8月 24日付 原規規発第 1608242号）に基づき、以下の指示事項のう

ち（１）の調査結果について報告するものである。 

 

（１）実用発電用原子炉施設（廃止措置計画の認可を受けた施設、原子炉を

運転することができる期間が満了した施設及び福島第一原子力発電所を

除く。）の以下の調査対象機器について、製造方法及び製造メーカーを

調査し、その結果を平成２８年９月２日までに原子力規制委員会に報告

すること。 

 

調査対象機器 

加圧水型軽水炉 原子炉容器、蒸気発生器、加圧器 

 

（２）（１）の調査の結果、鍛造鋼の使用が確認された場合は、当該鍛造鋼

が規格（ＪＩＳ等)を上回る炭素濃度領域を含む可能性について評価し、

その結果を平成２８年１０月３１日までに原子力規制委員会に報告す

ること。 

 

２．調査対象 

伊方発電所１，２，３号機における原子炉容器（上蓋、下鏡及び胴部）、蒸

気発生器（一次側鏡板）及び加圧器（鏡板）を対象とする。 

 

３．調査結果 

伊方発電所１，２，３号機における調査対象機器について、製造方法及び製

造メーカーの調査結果を添付資料－１に示す。 

 

以上 

 

 

添付資料－１ 原子炉容器等の製造方法及び製造メーカー調査結果 



添付資料－１ 

 

原子炉容器等の製造方法及び製造メーカー調査結果 

 

プラント 

原子炉容器 蒸気発生器 加圧器 

上蓋 下鏡 胴部 一次側鏡板 鏡板 

製造方法 製造ﾒｰｶｰ 製造方法 製造ﾒｰｶｰ 製造方法 製造ﾒｰｶｰ 製造方法 製造ﾒｰｶｰ 製造方法 製造ﾒｰｶｰ 

伊方 1号機 鍛造 日本製鋼所 鋼板 日本製鋼所 
鍛造 
鋼板 

日本製鋼所 鋼板 川崎製鉄 鋼板 日本製鋼所 

伊方 2号機 鍛造 日本鋳鍛鋼 鋼板 日本製鋼所 
鍛造 
鋼板 

日本製鋼所 鋼板 川崎製鉄 鋼板 日本製鋼所 

伊方 3号機 
鋼板 
鍛造 

日本製鋼所 鋼板 日本製鋼所 鍛造 日本製鋼所 鋼板 川崎製鉄 鋼板 新日本製鐵 

 




